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第１０編 研究業務等 第５章 船舶等運用（海洋地球研究船「みらい」共同利用規程） 

 

○海洋地球研究船「みらい」共同利用規程 

   （平 16 規程第 38 号 平成 16 年４月１日） 

 改正 平 16 規程第 92 号 平成 16 年７月１日 

  

 第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、海洋地球研究船「みらい」（以下「みらい」という。）の共同利用に関する基本的

事項を定め、「みらい」の適切な共同利用を行うことを目的とする。なお、「みらい」の運用に関しては、

「海洋調査船および海洋地球研究船運用規程」（平 16 規程第 37 号 平成 16 年 4 月１日）の定めるとこ

ろによる。 

 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 利用計画：平成９年９月 16 日付け「みらい」運用体制検討委員会（事務局：科学技術庁）にお

いて策定された「みらい」の利用に関する目的および機能・役割についての基本方針並びに「みらい」

の運用に関する計画の作成方法、乗船研究の公募、取得データの取扱い及び成果の公表などの方針 

 (2) 共同利用型運用：「みらい」運用検討委員会で作成された「長期観測研究計画」（以下「長期計

画」という。）並びに「中期観測研究計画」（以下「中期計画」という。）に基づき、研究課題及び乗船

研究者を公募して実施する研究航海 

 (3) 「みらい」運用検討委員会：「みらい」を運航して実施すべき観測研究の課題を選考するため、

関係分野の研究者を始めとする有識者により構成される独立行政法人海洋研究開発機構（以下「機構」

という。）内に設置された委員会 

 (4) 乗船研究者：前号の委員会により研究課題が選定されて「みらい」に乗船する研究者及び当該

研究者と共同で研究を実施することが必要であると認められて「みらい」に乗船する研究者等 

 

 第２章 基本方針 

 

 （長期計画の作成） 

第３条 「みらい」運用検討委員会は、利用計画に基づき、向こう 10 年間に「みらい」を運用して実

施すべき観測研究の課題を長期計画として作成し、理事会の承認を受けるものとする。なお、本計画は

原則として５年毎に見直す。 



 

 （中期計画の作成） 

第４条 「みらい」運用検討委員会は、長期計画に基づき、向こう３年間の「みらい」の運用計画を中

期計画として作成し、理事会の承認を受けるものとする。なお、この計画においては、主要研究課題、

海域、観測項目等を定めるものとし、毎年見直す。 

 

 （研究課題及び乗船研究者の公募） 

第５条 機構は、国際的な研究への貢献を認識した観測研究計画を推進するために、「みらい」の次年

度運航計画に示される各航海について、「みらい」を利用して実施する研究課題及び乗船研究者を国内

外に公募する。 

 

 （応募資格） 

第６条 研究課題及び乗船研究者の応募に関する申込資格は、次の各号に定める。 

 (1) 国内の研究機関、大学その他の機関に所属する国内の研究者等 

 (2) 国外からの応募については、前号の国内の研究者等を応募代表者とし、これと共同して応募す    

       る研究者 

 

 （応募の申込） 

第７条 研究課題及び乗船研究の応募者は、別途定める研究課題申込書に必要事項を記載のうえ、公募

期限内に機構に申込まなければならない。 

 

 （研究課題及び乗船研究者の決定） 

第８条 研究課題及び乗船研究者の応募に対し、「みらい」運用検討委員会において、長期計画に基づ

く次年度運航計画に示される主要研究課題への貢献を考慮するとともに、別に定める選定基準により研

究課題及び乗船研究者を選定し、理事会において承認する。 

２ 選定された研究課題の担当研究者と共同して研究を実施する研究者等及び長期計画に貢献すると

認められる者については、前項と同様に乗船研究者として選定し、理事会において承認する。 

３ 長期計画及び中期計画にとらわれない創造的研究課題についても、優れたものについては、研究課

題及び乗船研究者の選定を行い、理事会において承認する。 

 

 （採否通知） 

第９条 機構は応募者に対して研究課題の採否を書面にて通知するものとする。 

 

 （経費の負担） 

第１０条 「みらい」乗船に関する経費の負担については次の各号による。 



 (1) 乗船研究者の経費については、「みらい」の共同利用に関する事務処理要領の定めるところによ

り、必要に応じて機構が負担することができるものとする。 

 (2) 前項以外の取材その他の作業を目的とした乗船者は、乗下船のために必要な経費及び乗船中の

食事代等を負担するものとする。 

 

第１１条 削除 

 

 （取得データ及びサンプルの公開） 

第１２条 「みらい」を利用して取得されたデータは、国内外の研究者（機関）等の利用の便を図るた

め、別に定める公開指針に基づき、速やかに公開することとする。 

２ 「みらい」を利用して取得されたサンプルは、原則として機構が適切な保管を行うとともに、可能

な範囲で国内外の研究者（機関）等の利用の便を図る。 

 

 （取得データ及びサンプルの帰属並びに成果の取扱い） 

第１３条 得られたデータ及びサンプルは、原則として機構に帰属するものとし、データ及びサンプル

の取得を行った研究者等は、当該航海における関連データ及びサンプルを優先的に使用することができ

るものとする。 

２ 「みらい」を利用して取得されたデータ及びサンプルを用いた研究の成果の取扱いについては、別

に定める公開指針に基づき発表するものとする。 

 

 第３章 計画の立案 

 

 （首席研究者及び代表研究者の役割と選出） 

第１４条 首席研究者（職員等のうち、実験調査等を統括する者をいう。）は各研究航海において「み

らい」運用体制及び乗船研究者との連絡調整を行いつつ、調査研究行動全般に関する業務を統括する。

首席研究者は「みらい」運用検討委員会において機構の研究者の中から選出し、海洋工学センター長が

承認する。 

２ 代表研究者は、調査研究行動中の研究に関する調整を行い、首席研究者に助言する。代表研究者は、

機構または外部の研究者の中から置くことができるものとし、理事会において承認する。 

３ 首席研究者は代表研究者を兼務することができるものとする。 

 

 （乗船アドバイザー） 

第１５条 乗船アドバイザーは調査研究行動において、航海の安全と適正な作業の進捗について航海行

動の総括責任者に提言し、首席研究者に助言するものとする。 

２ 乗船アドバイザーは必要に応じて乗船させることができるものとする。 



 

 （航海計画の策定） 

第１６条 首席研究者は、研究航海開始９ヶ月前までに航海計画を策定する。 

 

 （海洋法の規定に基づく調査書類の提出） 

第１７条 首席研究者は、研究航海開始８ヶ月前までに海洋法の規定に基づく調査書類の必要事項を記

入のうえ国際課に提出する。 

２ 首席研究者は、研究航海開始３ヶ月前までに最終研究参加者名簿を国際課に提出する。 

３ 船舶運用グループは、研究航海開始１ヶ月前までに最終乗組員表及び取材その他の作業を目的とし

た乗船者の名簿を国際課に提出する。 

４ 国際課は、所定の手続きに従い必要書類を関係官庁に提出する。 

 

 （調査許可書） 

第１８条 沿岸国から海洋法の規定に基づく調査の許可書が送付された場合は、国際課においてこれを

受け付け、首席研究者及び船舶運用グループに写しを送付する。 

 

 第４章 乗船等 

 

 （乗船手続き） 

第１９条 「みらい」に乗船するために必要な手続きは、研究支援部において別途定める。 

 

 （乗下船について） 

第２０条 機構は、乗船研究者及び取材その他の作業を目的とした乗船者（以下「乗船研究者等」とい

う。）に対し予め乗下船の日時及び場所を指定する。 

２ 乗船研究者等は、指定された乗下船の日時及び場所を遵守し、遅滞なく行動するものとする。なお、

機構は指定した乗下船日時及び場所を変更する場合は、速やかに乗船研究者等に対し通知するものとす

る。 

 

 （船内居室の指定） 

第２１条 機構は、乗船研究者等に対して船内居室を指定する。 

２ 乗船研究者等が指定された居室を利用する際は、居室内の備品を使用することができる。 

 

 （乗船者の遵守すべき事項） 

第２２条 「みらい」に乗船する者は、本規程に定めるものの他、乗船中は船長の指示に従わなければ

ならない。 



 

 （施設等の利用） 

第２３条 機構は、乗船研究者等に対し研究に必要な「みらい」の施設及び設備を提供する。 

 

 （機器等の持込み） 

第２４条 機構は、乗船研究者等に対し研究に必要な場合に限り、研究資材等を「みらい」に持込むこ

とを許可するものとする。 

 

 （安全管理） 

第２５条 研究者が、「みらい」乗船期間中における生活及び観測研究を行う場合には、機構の定める

安全に関する諸規程を遵守するものとする。 

２ 「みらい」乗船期間中において乗船研究者等が行う観測研究の際の安全確保について、乗船研究者

等がその責任を持ち、又機構は、自己自身の責に帰すべき事由による場合に限り、その責任を負うもの

とする。 

 

   附 則 

この規程は、平成 16 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平 16 規程第 92 号） 

この規程は、平成 16 年７月１日から施行する。 

 


